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第２０回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、平成３１年１月２５日、午後２時００分、農業委

員を足利市役所に召集し、第２０回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８ 星野雅彦  ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 森山好昭、次長 川田和之、主幹 足立 純、主任 若井武敏 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

次長 

議長 

報告いたします。ただいまの出席委員は１５名全員であります。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第３号について 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１５名で定足数に達して

おりますので、これより第２０回足利市農業委員会を開会いたします。 

【午後１時５８分 開会】 

報告事項について、次長より報告いたします。 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、ご意見はございませんか。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

５番 森山進平委員、１２番 桐生さとみ委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。１ページの総括表に基づきましてご報告いた

します。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が４件、筆数が８筆、面積が

９４２㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が１９件、筆数が２８筆、面

積が１，２２２㎡となっております。 

合計いたしまして件数が２３件、筆数が３６筆、面積が２，１６４㎡となっ

ております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページから３ページに、第５

条の届出が４ページから１０ページに記載されております。 

以上報告いたします。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

無いようですが、わたくしから事務局に、７ページの渡し人の人数が多いよ

うですが、この経過説明等ありましたらお願いいたします。 

１２番の案件でございますが、渡人の持ち分設定がありまして、全部で２１

人で持ち分設定がされておりました。これをすべて集めて、８ページの受人の

ほうに全て移転するということでありました。通常、届出書の別紙のほうにそ

れぞれ所有者の住所、氏名等を記載いただくわけですが、今回は様々な場所

で、なかなか割り印が押せないということで、今回は委任状に押印していただ

いて、それを別紙として受け付けたという経緯がございます。 

以上です。 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを議題と
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主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１１ページをお開き下さい。 

議案第１号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明い

たします。 

１番、申請地は上渋垂町地内の田、面積７６６㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２００枚を３４０㎡に

設置する予定です。 

申請理由は、規模縮小による農地の有効利用と売電のため、太陽光発電設備

を設置したいで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、

足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５—２－２とありますが４－２－２

の誤りですので訂正をお願いします。他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の２２ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。２３ページに位置

図と公図、２４ページに土地利用計画図が参考までに載せてございます。 

１１ページにお戻りください。 

続きまして２番、申請地は小曽根町地内の畑、現況 宅地、面積５２５㎡で

す。 

施設の概要は、農業用倉庫２棟です。 

申請理由は、今般隣接地に申請者が代表を務める農地所有適格法人が農業

用倉庫を建築するにあたり従前より農業用倉庫として利用してきたものを是

正したいで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用除外、

農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅とありますが農業用

倉庫の誤りですので訂正をお願いします。 

続きまして、議案書の２５ページをご覧下さい。２番の調査書となっており

ます。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置図

と公図が載せてあります。 

なお、本案件は先月保留となっておりました案件でございますが、４条の農

業倉庫につきましては、法人化する前から申請人が個人として、使用に供して

きたということで、今回は４条許可申請ということで受け付けさせていただ

いておりますので、ご了承いただければと思います。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 
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続いて議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１２ページをお開き下さい。 

議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明い

たします。 

１番、申請地は西場町地内の田、面積１，５０７㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、再生可能エネルギー条例協議済、農地法５－２－

２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の２７ページをご覧下さい。１番の調査書となっており

ます。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告書が２８ページから３３ページに載せてありますので

ご覧いただきたいと思います。 

議案書の１２ページにお戻りください。 

続きまして２番、申請地は西場町地内の田、面積１，１３４㎡ほか４筆、計

１，４６０㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル３６０枚を６０１．２０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の３４ページをご覧ください。２番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、実情調査報告書が３５ページから４２ページに載せてありますので

ご覧いただきたいと思います。 

議案書の１２ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は小曽根町地内の畑、面積１，０４１㎡です。 

施設の概要は、農業用倉庫１棟です。 

申請理由は、現在市内で農地所有適格法人を立ち上げ農業を営んでいるが、

代表個人が所有する倉庫では手狭なため、申請地を借り受け農業用倉庫を設

置したいで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用除外、

農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 農業用倉庫です。 

続きまして、議案書の４３ページをご覧ください。 

３番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。 
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また、実情調査報告書が４４ページから４９ページに載せてありますので

ご覧いただきたいと思います。 

なお、本案件は先月４条許可申請案件として上程いたしまして、保留となっ

ておりましたが、本日、５条許可申請ということで、改めて受付をして上程さ

せていただいておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

議案書の１３ページをお開きください。 

続きまして４番、申請地は月谷町地内の田、面積４２５㎡ほか１筆、計  

１，０２０㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２７０枚を４５０．９０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５０ページをご覧ください。４番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、位置図と公図が５１ページに、土地利用計画図が５２ページに参考ま

でに載せてありますのでご覧いただきたいと思います。 

議案書の１３ページにお戻りください。 

続きまして５番、申請地は月谷町地内の田、面積５５３㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２１０枚を３５０．７０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５３ページをご覧ください。５番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、５４ページに位置図と公図、５５ぺージに土地利用計画図が参考まで

に載せてありますのでご覧ください。 

議案書の１３ページにお戻りください。 

続きまして６番、申請地は名草上町地内の田、面積８６９㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２５６枚を４２７．５２

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５６ページをご覧ください。６番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、５７ページに位置図と公図、５８ぺージに土地利用計画図が参考まで

に載せてありますのでご覧いただきたいと思います。 
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議案書の１３ページにお戻りください。 

続きまして７番、申請地は西場町地内の田、面積３９６㎡ほか１筆、計６７３

㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２４０枚を４００．８０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の５９ページをご覧ください。 

７番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。 

また、６０ページに位置図と公図、６１ぺージに土地利用計画図が参考まで

に載せてありますのでご覧いただきたいと思います。 

１４ページをお開きください。 

続きまして８番、申請地は西場町地内の田、面積８４２㎡ほか１筆、計  

１，０９２㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル３６０枚を６０１．２０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の６２ページをご覧ください。８番の調査書となってお

ります。調査書は各項目とも適正なものと判断されております。 

また、６３ページに位置図と公図、６４ページに土地利用計画図が載せてあ

りますのでご覧ください。 

１４ページにお戻りください。 

続きまして９番、申請地は西場町地内の田、面積１，３３３㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりでございます。契約内容は所有権移転の売買、農

地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネル

ギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の６５ページをご覧下さい。９番の調査書となっており

ます。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。６６ページに位置

図と公図、６７ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１４ページにお戻りください。 

続きまして１０番、申請地は西場町地内の畑、現況 田、面積４８９㎡ほか

２筆、計９０５㎡です。 
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施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２４０枚を４００．８０

㎡に設置するものです。 

申請理由は、太陽光発電をするため、申請地を譲り受け太陽光発電設備を設

置したいで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考とし

まして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、農地法５－２

－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の６８ページをご覧下さい。１０番の調査書となってお

ります。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。６９ページに位置

図と公図、７０ページに土地利用計画図が参考までに載せてございます。 

議案書の１４ページにお戻りください。 

続きまして１１番、申請地は小俣町地内の田、面積１９２㎡ほか１筆、計 

８９６㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で太陽光パネル２００枚を３２８㎡に

設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりです。契約内容は賃貸借権の設定、農地区分は第

２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協

議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の７１ページをご覧下さい。１１番の調査書となってお

ります。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。７２ページに位置

図と公図、７３ページに土地利用計画図が参考までに載せてあります。 

議案書の１５ページをお開きください。 

続きまして１２番、申請地は県町地内の畑、面積５６㎡ほか１筆、計５３４

㎡です。 

施設の概要は、一般住宅で延べ床面積１５２．３６㎡、１棟を建築するもの

です。 

申請理由は、現在市内の借家に住んでいるが手狭なため、申請地を借り受け

住宅を建築したいで、契約内容は使用貸借権の設定、農地区分は第２種農地、

備考としまして、都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅で、

農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

ちなみに貸渡人と借受人は親子になります。 

続きまして、議案書の７４ページをご覧下さい。１２番の調査書となってお

ります。 

調査書は各項目とも適正なものと判断されております。次ページに位置図

と公図が載せてあります。 

すみません、議案の訂正がございました。先ほど農地区分第２種農地と申し

上げましたが、第１種農地の誤りですので、訂正をお願いいたします。 

以上よろしくご審議をお願いします。 
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本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１０番 亀田委員。 

１０番 亀田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の２７ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日は平成３１年１月１６日、水曜日、午前８時３０分から、調査班

は遠藤委員を班長といたしまして河内委員、仙田委員、長谷川職務代理と私の

５名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

第５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および

申請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいと言うものです。 

転用面積については、発電出力１１４．００キロワットの発電設備を設置し

ようと計画し、申請地に発電パネル枚数４００枚が設置できる、１，５０７㎡

の面積が必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、今回の申請地以外にも足利市内において設

置できる条件の土地を数ヶ所検討し、高い建物が少なく日照を十分に得るこ

とができ、既存の電柱も近くに有り面積的にも条件を満たしている適地が申

請地とのことでした。 

申請地は東側が水路と官地、西側は、地目は公道ですが現況は公道と水路、

南側は水路、北側は田と水路となっています。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみで砂利を敷き、メンテナンス時

の車両は周辺住民の迷惑とならないよう申請地敷地内に駐車する事と、周囲

は安全対策としてフェンスの設置を予定していますが、農耕機の往来に支障

の無いよう境界より０．５ｍ内側に設置します。 

また、申請地は元々雨はけがあまり良くない為、豪雨時の対策として大型の

浸透層を設置し敷地内で処理します。発電パネル設置後の除草対策について

は、年３回除草を行うとの事で周辺農地等への影響はないものと思われます。 

事業費は、土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確認いたしま

した。 

なお、申請地の周囲には市が管理する水路がありますが、この部分の保全に

ついても市の担当課と地元の水利組合ともお互いに連絡を密にし、清掃等を

する事も確認、指導いたしました。 

結論として、申請地は、西場町南部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ
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とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて、２番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

７番 河内委員。 

７番 河内です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の３４ページをご覧下さい。 

今回は５条許可申請に伴い、申請地の調査と別添資料の調査書に基づきま

して、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、１番の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

転用面積については、発電出力１０２．６０キロワットの発電設備を設置し

ようと計画し、申請地に発電パネル枚数３６０枚が設置できる、１，４６０㎡

の面積が必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、今回の申請地以外にも足利市内において設

置できる条件の土地を数ヶ所検討し、高い建物が少なく日照を十分に得るこ

とができ、既存の電柱も近くに有り面積的にも条件を満たしている適地が申

請地とのことでした。 

申請地は東側が地目は田と公道ですが現況は公道と水路、西側は田、南側は

水路、北側は地目が田と畑ですが現況は水路となっています。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみで砂利を敷き、メンテナンス時

の車両は周辺住民の迷惑とならないよう申請地敷地内に駐車する事と、周囲

は安全対策としてフェンスの設置を予定していますが、農耕機の往来に支障

の無いよう境界より０．５ｍ内側に設置します。 

また、申請地は元々水はけがあまり良くない為、豪雨時の対策として大型の

浸透層を設置し敷地内で処理します。発電パネル設置後の除草対策について

は、年３回除草を行うとの事で周辺農地等への影響はないものと思われます。 

事業費は、土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確認いたしま

した。 
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なお、申請地の周囲には市が管理する水路がありますが、この部分の保全に

ついても市の担当課と地元の水利組合ともお互いに連絡を密にし、清掃等を

する事も確認、指導いたしました。 

結論として、申請地は、西場町南部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

本島委員。 

１５番 本島です。 

地目のところですが、田と畑になっていますが、現況はどうなっているので

しょうか。わからないくらい平らになっているのでしょうか。 

はい。調査班でしたので。 

９番 長谷川委員。 

現地は、耕作放棄地でした。段々畑のような田です。くろがなくなって田の

跡がないという状況です。 

ほかにございますか。それでは、本件を許可することにご異議ございません

か。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ２番はそのように決定いたしました。 

続いて、３番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１１番 仙田委員。 

１１番 仙田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４３ページをご覧下さい。 

今回は５条許可申請に伴い、申請地の調査と別添資料の調査書に基づきま

して、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、１番の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請代理人の出

席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請者である法人が市内において米麦のほか、ネギの生産を中心に

農業経営の規模拡大を図るため、農業用倉庫を建築したいと言うものです。 

必要性については、現在、代表個人が所有する既存の農業用倉庫を作業場と

して利用し、そのほか選別機や農業用機械により手狭となったため、新たに生

産物の適切な保管や在庫管理の充実と軽トラック等の収納をするため農業用

倉庫を建築したいとの事でした。 
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また、土地の選定理由については、利便性の良い事を条件に数ヶ所の土地を

検討した結果、本申請地が自宅と既存の農業用倉庫と隣接しており適してい

たとのことでした。転用に係る費用は全額自己資金で賄うことを確認いたし

ました。 

申請地は東側が宅地、西側の地目は畑ですが、現況は既に農業用倉庫を有し

ている事から今回４条許可申請を受付しています。南側は公道、北側は水路と

なっています。 

結論として、申請地は、小曽根町南部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら、転用の必要性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしていることか

ら、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ３番はそのように決定いたしました。 

続いて、４番から１２番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号 ４番から１２番はそのように決定いたしま

した。 

続いて議案第３号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の１６ページをお開き下さい。 

議案第３号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。平成

３１年１月３１日公告分であります。 

議案書の１７ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。貸借権

設定が、１２件で面積４１，５６９㎡です。 

続きまして所有権移転が１件で１，２７７㎡です。 

はじめに貸借権設定についてですが、詳細が１８ページから２０ページに

記載されておりますのでご覧ください。 

なお、３番の借賃が空欄となっておりますが、１０ａあたり玄米１８．６５

ｋｇとなっておりますので、追記願います。 

続きまして所有権移転ですが、２１ページをお開きください。 

１番、売買を行う土地は、羽刈町地内の田、面積は１，２７７㎡です。売買

価格は総額で１００万円です。 
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議長 

審議の後、承認をいただきましたら、いずれも１月３１日付で公告の手続き

を行います。  

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番及び２番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、９番 長谷川委

員の退席を求めます。 

【午後２時４８分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 貸借権設定の１番及び２番はそのように決

定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、長谷川委員の出席を求めま

す。 

【午後２時４９分  出席】 

続いて、３番から１２番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の３番から１２番はそのように決定いたしま

した。 

続いて、所有移転を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、９番 長谷川委

員の退席を求めます。 

【午後２時５０分  退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第３号 所有権移転はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、長谷川委員の出席を求めま

す。 

【午後２時５１分  出席】 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２０回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午後２時５１分  閉会】 
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